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（ 公 印 省 略 ）

神奈川県立総合療育相談センターあり方検討会構成員の推薦について（依頼）

本県の障害福祉行政につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、本県では、発達の遅れや障がいが心配される児童とその家族に対し、医療

と福祉の多職種スタッフが連携した療育支援、障害者更生相談所及び有床診療所な

どの機能を有する神奈川県立総合療育相談センターの機能と事業のあり方などに

ついて検討するため、「神奈川県立総合療育相談センターあり方検討会（以下「検討

会」という。）」を設置することといたしました。

つきましては、貴協会から構成員を御推薦いただきたく、添付の回答様式に被推

薦者に御記入いただいた就任承諾書を添えて、令和４年９月２日（金）までに御回

答くださるようお願いします。

１ 検討会の内容

別添「神奈川県立総合療育相談センターあり方検討会設置要綱」のとおり

２ 就任期間

  就任の日から令和５年３月 31 日まで

３ 開催予定

  全５回程度を予定

問合せ先

障害福祉課 武井

電話  045-210-4712（直通）

E-mail takei.cp01@pref.kanagawa.lg.jp
ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051
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神奈川県立総合療育相談センターあり方検討会設置要綱 

（設置目的） 

第１条 発達の遅れや障がいが心配される児童とその家族に対する、医療と福祉の多職種スタッフが

連携した療育支援のほか、障害者更生相談所、有床診療所などの機能を有する神奈川県立総合療育相

談センターの機能と事業のあり方などについて検討するため、「神奈川県立総合療育相談センターあ

り方検討会（以下「検討会」という。）」を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次の事項について、専門的・多面的見地から検討するものとする。 

(1) 神奈川県立総合療育相談センターの機能と事業のあり方に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、検討会の目的を達成するために必要な事項

（設置期限） 

第３条 検討会の設置期限は、令和５年３月末日までとする。 

（構成員） 

第４条 検討会は、10名をもって構成する。 

２ 検討会の構成員（以下「構成員」という。）は、次に掲げる者のうちから選任する。 

(1) 学識経験のある者

(2) 当事者団体の代表者

(3) 障がい保健福祉圏域自立支援協議会の関係者

３ 構成員の任期は、検討会の設置期限と同様とする。 

（座長） 

第５条 検討会に座長１人を置く。 

２ 座長は、構成員の互選により選任する。 

３ 座長は、会議の議事を整理し、検討会における意見を取りまとめる。 

４ 座長が不在の時は、構成員のうちからあらかじめ座長が指名する者が代行する。 

５ 座長の任期は、構成員としての任期と同じとする。 

（検討会の開催等） 

第６条 検討会は、障害福祉課長が必要に応じて開催する。 

２ 障害福祉課長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させることができる。 

（会議の公開） 

第７条 検討会は、原則として公開とし、公開の方法等については、別に定める。 

（庶務） 

第８条 検討会の庶務は、障害福祉課及び神奈川県立総合療育相談センターにおいて処理する。 

（秘密の保持） 

第９条 構成員及びこれらの会議に出席した者等検討会の関係者は、正当な理由なくその職務に関し

て知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は別に定める。 

附 則 この要綱は、令和４年９月 日から施行する。 
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